
 

 

 

 

 

           ～ ５月は消費者月間です ～ 
 

 

 

昨今、急速な高齢化やデジタル化の進展により、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。 

消費者トラブルは複雑化・多様化の一途をたどっており、特に高齢者を狙った悪質な手口による被害や、成

年年齢の引下げによる若年者の被害が後を絶ちません。 

こうした消費者被害の拡大を未然に防止し、問題意識向上を図ることを目的として、「消費者月間パネル

展」を開催いたします。 

 

概 要  

「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周

年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。消費者・事業者・行政が一体となって、

消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行う期間となっており、杉戸町では以下の企画を実施

します。 

また、同時企画として、図書館において消費生活関連図書の展示を行います。 

 

・ 日時  令和８年５月１日（金）～５月１４日（木） 

・ 会場  杉戸町生涯学習センター・町立図書館（カルスタすぎと）          

     （住所：杉戸町大字大島４７７－８） 

 

①消費生活川柳コンテスト 

 ・場所  オープンギャラリー 

 ・共催  埼玉新聞社、杉戸町 

 ・内容  入賞、入選を含む約50作品を展示 

      ※町ホームページで入賞者発表（4/30） 

  

②消費者トラブル啓発ポスター展  

 ・場所  オープンギャラリー 

 ・主催  杉戸町 

 ・内容  町内小学生の作品を展示 

 

③消費生活に関するクイズ 

 ・場所  オープンギャラリー 

  ・主催  杉戸町 

 

＜同時企画＞消費生活関連図書の展示 

  ・期間  ５月１日（金）～５月３１日（日）         

  ・場所  杉戸町立図書館 

【取材対応】 取材を希望される報道各社の方におかれましては、記者発表担当者（本紙上欄の

電話番号）まで御連絡ください。 

杉戸町記者発表資料 
○ 令和８年４月２３日（木） 
○ 担 当 課 名    産業振興課 
○ 担当者職名    課長  氏名 栗原 充史 
             主査  氏名 清川 真理子 
○ 電 話 番 号    0480-33-1111（内線309） 
○ 17時15分以降  0480-31-8821（直通） 

その他 

消費者月間 パネル展を開催します 
 


